
令和5年（フ）第7061号

破産者マックスアルファ株式会社

　　　　　令和6年4月23日
破産管財人　弁護士　田口　和幸

第1回財産状況報告集会における破産管財人の報告書要旨

第1　破産手続開始申立てに至った事情と開始決定

　破産者は、破産手続開始申立前に労働者派遣事業を営んでおり、雇用する派遣従業員を主に

派遣先が営む倉庫における集荷業務に従事させて派遣料収入を得ていた。

　破産者は、運転資金が不足した際に関係会社間で相互に金銭の貸借を行っていたが、破産者

からコロナ影響を強く受けた関係会社に対する貸付額の増加する一方となり、破産者の運転資

金が枯渇するに至った。破産者は、社会保険料を滞納して令和5年8月に年金機構から売掛金

等に対する差押えを受けて資金繰りが破綻した。その結果、破産者は、令和5年11月10日

に東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日、破産手続開始決定を受けて、

当職が破産管財人に選任された。

第2　破産手続開始決定後に行った管財業務

　1　元従業員等からの問合せ対応、解雇に伴う手続、未払賃金立替払請求手続

　　破産者及び関連事件の破産者であるプラスアルファ株式会社を併せると元従業員数は2

　　500名を超えた。当職は、多数の元従業員への破産手続に関する情報提供を行うため、

　破産手続開始日に破産管財人ホームページを立ち上げて、想定される破産手続に関するQ

　＆Aを掲示した。また、破産管財人事務所で電話対応が可能な体制を整えて、毎日数十件

　以上の問合せに対応した。

　　当職は、破産手続開始前に退職及び開始時に解雇された破産者の従業員に対して、離職

　票の発行等、解雇に伴う労務関係の対応を行った。

　　当職は、破産者の元従業員について、未払賃金立替払請求に関する手続を行った。元従

　業員の協力や社会保険労務士を起用する等して注力したものの、対象者が多数にのぼるう

　え、破産者の人事・労務データベースが請求書作成のために必要なデータを出力できる仕

　様となっていなかったため、請求書を作成するまでに4か月強を要した。当職は請求書を

　作成のうえ元従業員に発送し、必要事項を記載した請求書の返送を受けて、労働者健康安

　全機構に提出し、立替払請求手続を行っている。

2　本社及び支店の明渡し

　破産手続開始時に、破産者の拠点が立川市（本社）、川崎市、柏市、尼崎市、坂戸市、相

模原市及び流山市にあり、その他に破産者は複数の駐車場を借りていた。当職は、本集会

期日までにこれらの拠点の撤退・明渡しと敷金の回収を行った。
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3　資産の換価

　当職は、売掛金合計90，473，361円を回収し、同額を財団に組み入れた。

　また、当職は、車両売却により合計1，685，185円を、株式売却により76，7

26円を、保険の解約により2，460円を財団に組み入れた。

　以上の他に、当職は厚生年金保険料等の還付金合計3，002，497円の返金を受けて、

同額を財団に組み入れた。

4　自己信託の優先的受益権者との合意に向けた協議

　破産者は、資金調達のために売掛債権に対する自己信託を設定し、それにより生じる優

先受益権を譲渡し、譲渡代金を得ていた。当職は、優先受益権者から、当職が自己信託の

対象となっている売掛債権の回収について合理的な範囲で協力を行い、優先受益権者が優

先受益権の元本の支払いを受けた場合には、遅延損害金及びその余の債権を放棄する旨の

申し出を受けた。当職は、裁判所の許可を得て、上記申出内容に合意した。今後、当該合

意に基づき、上記優先受益権の元本を上回る対象債権の回収が図られることにより、上回

った金額として一定額を財団に組み入れることを見込んでいる。

5　その他管財業務

　当職は、住民税を徴収する市町村に対する対応や破産者について必要な税務申告を行っ

た。

第3　破産財団の状況

　1　別紙財産目録・収支計算書記載のとおりである。

　2破産財団の現在残高は95，644，859円である。

第4　今後の管財業務の方針について

　未払賃金立替払請求に関する手続を継続して行うとともに、上記第2、4の合意に基づく

財団の組入を行い、関係会社に対する債権等のうち回収可能なものの回収を図る予定である。

第5　配当の見込みについて

　現時点までに交付要求等を受けた財団債権が1，266，996，068円であるのに対

して、破産財団の現在残高は95，644，859円に留まる。

　回収未了の債権の大半を占めるのは再生債権である。今後、上記第2、4の合意に基づく

財団組み入れを行い、回収可能な債権の回収を行っても財団債権額を超える財団組入を得る

可能性は極めて低いと考えられるため、破産債権者に対する配当は見込めない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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東京地方裁判所令和5年（フ）第7061号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破産者マックスアルファ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破産管財人弁護士田口和幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年11月10日～令和6年4月23日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

収入の部 支出の部

番号 科目 金額 備考 番号 科目 金額 備考

1 現金回収 14，205 1 履行補助者給与 5，180，120 ※2

2 預金回収 0 2 支払家賃 2，603，298 ※3

3 予納金組入 14，206，846 3 水道光熱費 104，011 ※3

4 売掛金回収 90，473，361 4 通信費 546，734 ※3

5 還付金等 3，002，497 ※1 5 税理士報酬 648，635

6 車両等売却 1，685，185 6
社会保険労務士
報酬

2，973，300

7 敷金回収 943，547 7
人事労務ソフト使

用料
656，690

8 株式等換価 76，726 8 複合機購入費用 95，040

9 保険等解約 2，460 9 郵送費 329，758

10 受取利息 168 10
履行補助者への
小口現金送金

400，000 ※4

11 拠点撤退費用 745，000

12
書類保管・廃棄
費用

63，962 ※5

13 火災保険料 38，780 ※3

14 交通費 14，883

15
その他管財業務
費用

359，925 ※6

収入合計 110，404，995 支出合計 14，760，136

差引残高 95，644，859

※1破産会社の従業員の退職により厚生年金保険の資格を喪失したことに伴い、納付済みの厚生年金保険料等
が還付されたものである。

※2令和5年11月度は17名分、同年12月度は11名分、令和6年1月度は9名分、同年2月度は6名分、同年3月度は
5名分の破産管財人の履行補助者の給与の合計額である。

※3破産開始後の本社社屋の家賃、水道光熱費、通品費、火災保険料である。本社社屋において履行補助者が、
破産者の元従業員の解雇に伴う書類の発行、未払給与立替払請求額の計算等の業務を行った。

※4履行補助者に小口現金を交付し、破産者の元従業員への離職票や源泉徴収票等の発送費用（349，913円）と
拠点撤退に要する交通費（45，716円）に充てた。

※5拠点で保管されていた書類のうち保管を要するものを倉庫に預託し、廃棄すべき書類の溶解処分を委託した
費用である。

※6残高証明書発行料、給与等の振込手数料と税理士報酬の源泉徴収税である。



令和5年（フ）第7061号破産者マックスアルファ株式会社　　　　　令和6年4月23日破産管財人　弁護士　田口　和幸第1回財産状況報告集会における破産管財人の報告書要旨第1　破産手続開始申立てに至った事情と開始決定　破産者は、破産手続開始申立前に労働者派遣事業を営んでおり、雇用する派遣従業員を主に派遣先が営む倉庫における集荷業務に従事させて派遣料収入を得ていた。　破産者は、運転資金が不足した際に関係会社間で相互に金銭の貸借を行っていたが、破産者からコロナ影響を強く受けた関係会社に対する貸付額の増加する一方となり、破産者の運転資金が枯渇するに至った。破産者は、社会保険料を滞納して令和5年8月に年金機構から売掛金等に対する差押えを受けて資金繰りが破綻した。その結果、破産者は、令和5年11月10日に東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日、破産手続開始決定を受けて、当職が破産管財人に選任された。第2　破産手続開始決定後に行った管財業務　1　元従業員等からの問合せ対応、解雇に伴う手続、未払賃金立替払請求手続　　破産者及び関連事件の破産者であるプラスアルファ株式会社を併せると元従業員数は2　　500名を超えた。当職は、多数の元従業員への破産手続に関する情報提供を行うため、　破産手続開始日に破産管財人ホームページを立ち上げて、想定される破産手続に関するQ　＆Aを掲示した。また、破産管財人事務所で電話対応が可能な体制を整えて、毎日数十件　以上の問合せに対応した。　　当職は、破産手続開始前に退職及び開始時に解雇された破産者の従業員に対して、離職　票の発行等、解雇に伴う労務関係の対応を行った。　　当職は、破産者の元従業員について、未払賃金立替払請求に関する手続を行った。元従　業員の協力や社会保険労務士を起用する等して注力したものの、対象者が多数にのぼるう　え、破産者の人事・労務データベースが請求書作成のために必要なデータを出力できる仕　様となっていなかったため、請求書を作成するまでに4か月強を要した。当職は請求書を　作成のうえ元従業員に発送し、必要事項を記載した請求書の返送を受けて、労働者健康安　全機構に提出し、立替払請求手続を行っている。2　本社及び支店の明渡し　破産手続開始時に、破産者の拠点が立川市（本社）、川崎市、柏市、尼崎市、坂戸市、相模原市及び流山市にあり、その他に破産者は複数の駐車場を借りていた。当職は、本集会期日までにこれらの拠点の撤退・明渡しと敷金の回収を行った。13　資産の換価　当職は、売掛金合計90，473，361円を回収し、同額を財団に組み入れた。　また、当職は、車両売却により合計1，685，185円を、株式売却により76，726円を、保険の解約により2，460円を財団に組み入れた。　以上の他に、当職は厚生年金保険料等の還付金合計3，002，497円の返金を受けて、同額を財団に組み入れた。4　自己信託の優先的受益権者との合意に向けた協議　破産者は、資金調達のために売掛債権に対する自己信託を設定し、それにより生じる優先受益権を譲渡し、譲渡代金を得ていた。当職は、優先受益権者から、当職が自己信託の対象となっている売掛債権の回収について合理的な範囲で協力を行い、優先受益権者が優先受益権の元本の支払いを受けた場合には、遅延損害金及びその余の債権を放棄する旨の申し出を受けた。当職は、裁判所の許可を得て、上記申出内容に合意した。今後、当該合意に基づき、上記優先受益権の元本を上回る対象債権の回収が図られることにより、上回った金額として一定額を財団に組み入れることを見込んでいる。5　その他管財業務　当職は、住民税を徴収する市町村に対する対応や破産者について必要な税務申告を行った。第3　破産財団の状況　1　別紙財産目録・収支計算書記載のとおりである。　2破産財団の現在残高は95，644，859円である。第4　今後の管財業務の方針について　未払賃金立替払請求に関する手続を継続して行うとともに、上記第2、4の合意に基づく財団の組入を行い、関係会社に対する債権等のうち回収可能なものの回収を図る予定である。第5　配当の見込みについて　現時点までに交付要求等を受けた財団債権が1，266，996，068円であるのに対して、破産財団の現在残高は95，644，859円に留まる。　回収未了の債権の大半を占めるのは再生債権である。今後、上記第2、4の合意に基づく財団組み入れを行い、回収可能な債権の回収を行っても財団債権額を超える財団組入を得る可能性は極めて低いと考えられるため、破産債権者に対する配当は見込めない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上2響蓮�b1）棺re蝶。居A田　べくFRH志K淵黍穣碧榔timu｛【時幽幽眠督督皿　田o鵠隷町圏寸旧叶呂胎午11田恨母）E［豆ミ8さ瓢心瞥高セ柳撃o佃欄薬胞卜舗圏暮円網瓢i司瓢囮暮円撒＃旗旗暮来紹岨≡堂叶蝸o眠継くH迷碑蹄襲マ聴暮ミ1旗緊襲マ回駐田唖想題出回回D畢回品o器専ooo89自o器らo・o・c∨・マ・cつ・卜、・〒■■・＝吉等穗N爵繰鵠品c刈・寸・σ｝．o・寸・寸◎oNFト瓢←三巴担顧o寸oo卜σ》ooq⊃oooN§§§§昆§§§§§緩88昌豊ミ亀ご巴昌摯89器◎o口等：埋寸巴吉鮫�bぐロ幽皿娼綱1悠蕪増鯛娼■喘品網顧娼螂墾慧魍‖1製網獅問く暮来網埠項齪堅唯“網ぷ惜輩絹綱田帥檀柵e幽巾一Neう寸吟Φト◎oΦ9；摯緬牌櫟埋弍国眠�sト超線柵帥P肝坤畏司ロ鋸珊皓卓巡1幽来くト裳o寸寸ト1§三§§竃§§き§曇題埋92q⊃5一駝≡≡o苔←§◎oミロ迷囲竃§§き§田哩曇瓢田9詔o員F咀市AAくロ艦継A過皿誌苦田§Ψ運聖摯昆口魍哩幽理哩嘔理理継督幽哩哩哩呂督品回蚕回益回益ポ哩望1e巾哩FNeう寸吟嘔維東京地方裁判所令和5年（フ）第7061号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破産者マックスアルファ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破産管財人弁護士田口和幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支計算書　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年11月10日〜令和6年4月23日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）収入の部支出の部番号科目金額備考番号科目金額備考1現金回収14，2051履行補助者給与5，180，120※22預金回収02支払家賃2，603，298※33予納金組入14，206，8463水道光熱費104，011※34売掛金回収90，473，3614通信費546，734※35還付金等3，002，497※15税理士報酬648，6356車両等売却1，685，1856社会保険労務士報酬2，973，3007敷金回収943，5477人事労務ソフト使用料656，6908株式等換価76，7268複合機購入費用95，0409保険等解約2，4609郵送費329，75810受取利息16810履行補助者への小口現金送金400，000※411拠点撤退費用745，00012書類保管・廃棄費用63，962※513火災保険料38，780※314交通費14，88315その他管財業務費用359，925※6収入合計110，404，995支出合計14，760，136差引残高95，644，859※1破産会社の従業員の退職により厚生年金保険の資格を喪失したことに伴い、納付済みの厚生年金保険料等が還付されたものである。※2令和5年11月度は17名分、同年12月度は11名分、令和6年1月度は9名分、同年2月度は6名分、同年3月度は5名分の破産管財人の履行補助者の給与の合計額である。※3破産開始後の本社社屋の家賃、水道光熱費、通品費、火災保険料である。本社社屋において履行補助者が、破産者の元従業員の解雇に伴う書類の発行、未払給与立替払請求額の計算等の業務を行った。※4履行補助者に小口現金を交付し、破産者の元従業員への離職票や源泉徴収票等の発送費用（349，913円）と拠点撤退に要する交通費（45，716円）に充てた。※5拠点で保管されていた書類のうち保管を要するものを倉庫に預託し、廃棄すべき書類の溶解処分を委託した費用である。※6残高証明書発行料、給与等の振込手数料と税理士報酬の源泉徴収税である。

